
 相模原市公用車賃貸借契約仕様書 

１． リ－ス車両仕様書 

① 車 種 及

び色 

日産 リーフ X V Selection 40ｋWh １台 

ボディカラー：ダークメタルグレー（M） 

②オプション 

 付属品 

※標準装備内に

含まれている場

合あり 

①EV 専用 NissanConnect ナビ（TV 視聴はできないようにする） 

②ETC2.0 ユニット 

③充電ケーブル（200V、7.5ｍ） 

④フロアマット 

⑤ドライブレコーダー（前後方、記録媒体は 32GB 以上とする） 

⑥サイドバイザー 

⑦三角表示板 

⑧タイヤチェーン（合金鋼製） 

⑨レスキューマンⅢ 

⑩スタッドレスタイヤ・アルミホイール 

※①～③はメーカー・ディーラーオプションとする。 

※④～⑩は汎用品可。 

③塗装・文字入 なし 

④納車希望日 令和７年１２月１日  

⑤下取り車 なし 

⑥廃車手続き なし 

⑦特記事項 ・九都県市指定低公害車である車種とする（指定車ではないが同等以

上の環境性能を有している後継車も可）。 

・月間予想走行距離：５００km 

・車両の使用場所は、相模原市中央区中央 2-11-15 

 

⑨ リ－ス期間 

リ－ス期間は、令和７年 1２月 1 日～令和１４年１１月 30 日（７年間・８４

ヶ月）とし、初度登録（令和７年 1２月 1 日登録）及び付属品の装着（初度登録

後でなければ装着できないものに限る。）に要する日数は本リース期間に含めるも

のとする。 

また、初度登録日及び納車日について、原則として仕様書記載日を厳守していた

だくが、契約締結後において、新型コロナウイルスの影響や天災地変等、やむを得

ない事情により初年度登録日や納車日が遅くなる場合については、双方協議の上、

解決を図るものとする。 

 

⑩ リ－ス料に含むもの 

(ア) 車両購入費 

(イ) 登録納車費用 

(ウ) 自動車重量税（購入・車検時） 

(エ) 自賠責保険料（購入・車検時） 



(オ) リサイクル料金（購入時） 

(カ) 自動車税 

(キ) 車検手数料 

(ク) 任意保険料（対人・対物・車両） 

(ケ) メンテナンス 

〇車検整備 

〇法定点検整備 

〇定期点検整備（３か月） 

〇一般整備、修理【安全運行に必要な数量を担保】 

 （部品交換・オイル・タイヤ・バッテリ－等消耗品補充交換） 

〇スタッドレスタイヤ、ノーマルタイヤの交換作業 

年２回（１１～１２月・３～４月）実施 

※実施日については、天候等を判断して調整すること。 

〇タイヤ保管 

〇代車提供（点検・修繕等が２日間以上かかる場合） 

 ※発注者の故意または過失による修繕は除く。 

 

⑪ 特記事項 

(ア) 自動車購入 

原則、市内の販売業者の中から選定し、購入すること。 

(イ) 整備業者 

 市内の整備業者の中から選定すること。 

  ③巡回サ－ビス 

    緊急に整備・修理が必要な場合に、巡回サ－ビス等で迅速にサ－ビスを提供で

きること。（１時間以内に市内指定場所へ到着し修理可能であること。） 



  ④任意保険 

   〇補償内容 

項目 補償額 特約・条件等 

対人賠償責任保険 無制限（免責金額：０円） ・ 対人臨時費用特約 

・ 自損事故傷害特約 

・ 無保険車事故傷害特約 

対物賠償責任保険 1,000 万円（免責金額：０円）  

搭乗者傷害保険 1,000 万円 日数払い方式 

・ 入院日額：15,000 円 

・ 通院日額：10,000 円 

※搭乗者傷害業務上災害不担

保特約 

車両保険 免責金額：０円  

   ※特に記載のない事項については、自動車総合保険の補償内容と同じとする。 

   〇割引率 

    ・フリ－ト優良割引：６１％（料率審査日：令和６年１２月１日） 

 ・公 有 車 割 引：あり  

・多 数 割 引：あり 

※フリート優良割引の料率について、原則として仕様書にて示す内容での契約

となるが、契約締結後において、内容に変更等が必要と認められる場合は、

双方協議の上、対応するものとする。 

   〇業務内容 

    ・24 時間いつでも事故受付・対応ができるよう体制を整えておくとともに、

事故発生の連絡を受けた場合は、事故担当課及び管財課と調整をしながら迅

速に事故解決（示談交渉）にあたる。 

    ・事故発生の連絡を受けた場合は、遅延なく事実を調査し、事故処理結果等（示

談交渉の経過等含む）について管財課へ報告する。 

⑤その他 

〇入札金額は、月額で算定し、消費税抜きの金額で記載すること。 

   〇落札者は、落札後直ちに、納品車両の仕様（月額リース料・車両明細・付属品

一覧・任意保険の内容・メンテナンスサービスの範囲・特記事項等）を記した

書面を提出すること。 

〇本仕様書に定めのない事項又は契約締結後に疑義が生じた場合は、双方協議の

上、円満に解決を図るものとする。 

 


